
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
・
自
治
省
令
第
一
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る

新
設
事
業
所
等
の
施
設
地
区
の
配
置
等
に
関
す
る

省
令

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法

律
第
八
十
四
号
）
第
二
章
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
及

び
第
二
項
並
び
に
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施

行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
第
三
十
五

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
章
の
規
定
を
実
施
す
る

た
め
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る

新
設
事
業
所
等
の
施
設
地
区
の
配
置
等
に
関
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
石
油

コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第

八
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
石
油
コ
ン

ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政

令
第
百
二
十
九
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
各
施
設
地
区
の
区
分
の
基
準
）

第
二
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
三
条
　
事
業
所
の
敷
地
は
、
事
業
所
の
敷
地
の
境
界

線
、
事
業
所
の
敷
地
内
の
通
路
（
縁
石
、
側
溝
等
に
よ

り
他
と
区
画
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

の
境
界
線
等
に
よ
り
区
画
さ
れ
た
敷
地
の
一
部
（
以
下

「
区
域
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
、
製
造
施
設
地
区
、
貯
蔵

施
設
地
区
、
入
出
荷
施
設
地
区
、
用
役
施
設
地
区
、
事

務
管
理
施
設
地
区
又
は
そ
の
他
施
設
地
区
（
以
下
「
施

設
地
区
」
と
い
う
。
）
に
区
分
す
る
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
相
互
に
接
す
る
二
以
上
の
施
設
地

区
又
は
そ
の
中
間
に
あ
る
通
路
に
そ
れ
ぞ
れ
接
す
る
二

以
上
の
施
設
地
区
が
同
一
の
種
類
の
施
設
地
区
と
な
る

場
合
は
、
当
該
二
以
上
の
施
設
地
区
（
そ
の
中
間
に
あ

る
通
路
を
含
む
。
）
を
一
の
施
設
地
区
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
四
条
　
製
造
施
設
地
区
は
、
危
険
物
等
（
消
防
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
別
表
に
掲
げ
る
第

四
類
の
危
険
物
若
し
く
は
第
五
類
の
危
険
物
又
は
高
圧

ガ
ス
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
以
外
の
可
燃
性
ガ
ス
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
製
造
し
、
危
険
物
等
を
原
料
と

し
て
物
品
を
製
造
し
、
若
し
く
は
危
険
物
等
を
溶
剤
、

触
媒
等
と
し
て
使
用
し
て
物
品
を
製
造
す
る
た
め
の
施

設
又
は
そ
の
施
設
に
お
け
る
製
造
を
制
御
す
る
た
め
の

施
設
そ
の
他
の
附
属
施
設
（
以
下
「
製
造
施
設
」
と
い

う
。
）
が
主
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
区
域
と
す
る
。

２
　
貯
蔵
施
設
地
区
は
、
危
険
物
等
を
貯
蔵
す
る
た
め
の

施
設
又
は
そ
の
施
設
に
お
け
る
貯
蔵
を
制
御
す
る
た
め

の
施
設
そ
の
他
の
附
属
施
設
（
以
下
「
貯
蔵
施
設
」
と

い
う
。
）
が
主
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
区
域
と
す
る
。

３
　
入
出
荷
施
設
地
区
は
、
危
険
物
等
を
船
舶
又
は
車
両

に
よ
り
当
該
事
業
所
外
か
ら
受
け
入
れ
又
は
当
該
事
業

所
外
へ
送
り
出
す
た
め
の
施
設
又
は
そ
の
施
設
に
お
け

る
受
入
れ
又
は
送
出
し
を
制
御
す
る
た
め
の
施
設
そ
の

他
の
附
属
施
設
が
主
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
区
域
と

す
る
。

４
　
用
役
施
設
地
区
は
、
製
造
施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設

の
用
に
供
さ
れ
る
電
気
、
保
安
用
不
活
性
ガ
ス
、
ス
チ

ー
ム
、
計
装
用
空
気
若
し
く
は
工
業
用
水
を
当
該
製
造

施
設
若
し
く
は
貯
蔵
施
設
に
供
給
し
、
若
し
く
は
当
該

事
業
所
外
か
ら
受
け
入
れ
る
た
め
の
施
設
又
は
そ
の
施

設
に
お
け
る
供
給
若
し
く
は
受
入
れ
を
制
御
す
る
た
め

の
施
設
そ
の
他
の
附
属
施
設
が
主
と
し
て
設
置
さ
れ
て

い
る
区
域
と
す
る
。

５
　
事
務
管
理
施
設
地
区
は
、
当
該
事
業
所
の
管
理
事
務

所
、
集
会
所
、
駐
車
場
、
運
動
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類

す
る
施
設
が
主
と
し
て
設
置
さ
れ
て
い
る
区
域
と
す

る
。

６
　
そ
の
他
施
設
地
区
は
、
前
各
項
の
施
設
地
区
に
該
当

す
る
区
域
以
外
の
区
域
と
す
る
。

（
新
設
等
の
届
出
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、

様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
の
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
届
出
書
の
正
本
及
び
副
本
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

次
条
に
規
定
す
る
添
付
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
添
付
書
類
）

第
六
条
　
法
第
五
条
第
二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
事
業
所
の
位
置
を
示
す
図
面

二
　
当
該
事
業
所
に
隣
接
す
る
事
業
所
が
あ
る
場
合
に

は
、
当
該
隣
接
す
る
事
業
所
の
位
置
を
示
す
図
面

（
当
該
隣
接
す
る
事
業
所
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い

る
も
の
に
限
る
。
）

三
　
当
該
事
業
所
が
連
絡
導
管
に
よ
り
、
他
の
事
業
所

に
石
油
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
を
供
給
し
、
又
は
他
の

事
業
所
か
ら
石
油
若
し
く
は
高
圧
ガ
ス
の
供
給
を
受

け
る
場
合
に
は
、
当
該
他
の
事
業
所
及
び
連
絡
導
管

の
位
置
を
示
す
図
面
（
当
該
他
の
事
業
所
の
名
称
が

記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

四
　
当
該
事
業
所
の
周
辺
に
所
在
す
る
住
居
の
用
に
供

さ
れ
る
建
築
物
、
学
校
、
病
院
、
軌
道
、
船
舶
の
発

着
場
、
公
園
そ
の
他
の
主
要
な
施
設
の
位
置
を
示
す

図
面
（
施
設
の
種
類
ご
と
に
当
該
事
業
所
の
境
界
線

か
ら
最
も
近
い
位
置
に
所
在
す
る
施
設
ま
で
の
距
離

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

五
　
施
設
地
区
の
配
置
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
地
区

内
の
主
要
な
施
設
及
び
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

六
　
当
該
事
業
所
の
敷
地
内
の
通
路
の
位
置
及
び
幅
員

並
び
に
特
定
通
路
（
事
業
所
の
敷
地
内
の
通
路
の
う

ち
、
製
造
施
設
地
区
、
貯
蔵
施
設
地
区
、
入
出
荷
施

設
地
区
、
用
役
施
設
地
区
又
は
事
務
管
理
施
設
地
区

の
外
周
に
接
す
る
部
分
で
あ
つ
て
防
災
活
動
の
用
に

供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

又
は
第
十
二
条
第
四
号
若
し
く
は
第
五
号
に
規
定
す

る
通
路
で
縦
断

こ
う勾

配
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
箇

所
を
有
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
箇
所
の
位
置

を
示
す
図
面

七
　
特
定
通
路
内
又
は
第
十
二
条
第
四
号
若
し
く
は
第

五
号
に
規
定
す
る
通
路
内
に
設
置
さ
れ
る
施
設
及
び

設
備
の
位
置
並
び
に
当
該
通
路
の
上
空
に
設
け
ら
れ

て
い
る
施
設
及
び
設
備
の
位
置
を
示
す
図
面

八
　
製
造
施
設
地
区
内
の
施
設
及
び
設
備
で
あ
つ
て
、

当
該
製
造
施
設
地
区
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を

超
え
七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
外
周
か
ら
内
側
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分

に
、
七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て

は
そ
の
外
周
か
ら
内
側
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部
分
に

設
置
さ
れ
、
又
は
当
該
部
分
の
上
空
に
設
け
ら
れ
て

い
る
も
の
の
位
置
を
示
す
図
面

九
　
当
該
事
業
所
及
び
そ
の
周
囲
の
地
形
の
概
況
並
び

に
施
設
地
区
間
及
び
施
設
地
区
内
の
地
盤
面
の
高
低

の
概
況
を
示
す
図
面
又
は
書
面

十
　
石
油
又
は
高
圧
ガ
ス
の
施
設
地
区
別
及
び
種
類
別

の
そ
れ
ぞ
れ
の
貯
蔵
・
取
扱
量
又
は
処
理
量
を
示
す

書
面

十
一
　
製
造
工
程
の
概
要
を
示
す
書
面

十
二
　
新
設
又
は
変
更
の
た
め
の
工
事
の
日
程
を
説
明

す
る
書
面

２
　
法
第
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
前
項
第
一
号
か

ら
第
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
図
面
又
は
書
面
と
す
る
。

３
　
法
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

二
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
図
面
又
は
書
面
（
法
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条

第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
届
出
の
際
に
提
出
し
た

前
二
項
又
は
こ
の
項
に
規
定
す
る
図
面
又
は
書
面
で
あ

つ
て
最
終
の
も
の
に
示
し
た
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
な

い
場
合
に
は
、
当
該
図
面
又
は
書
面
に
相
当
す
る
図
面

又
は
書
面
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
を
す
る
必
要
の
な
い
場
合
）

第
七
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
当
該
変
更
が
災
害
復
旧
の
た
め
の
も
の
で
あ
る

場
合

二
　
当
該
変
更
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合

（
施
設
地
区
の
面
積
及
び
配
置
の
基
準
）

第
八
条
　
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め

る
基
準
は
、
次
条
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
製
造
施
設
地
区
及
び
貯
蔵
施
設
地
区
の
面
積
の
基
準
）

第
九
条
　
製
造
施
設
地
区
及
び
貯
蔵
施
設
地
区
の
面
積
の

基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
一
の
製
造
施
設
地
区
の
面
積
は
、
原
則
と
し
て
八

万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
製
造
施
設
地
区
は
、
当
該
製
造
施
設
地
区
内
に
一

団
の
空
地
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
空
地
の
部
分

を
除
き
、
お
お
む
ね
七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る

ご
と
に
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
通
路
で
そ
の
敷
地

を
分
割
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
製
造
施
設
地
区

内
に
製
造
の
工
程
上
密
接
な
関
連
を
有
す
る
一
連
の

設
備
か
ら
構
成
さ
れ
る
製
造
施
設
を
設
置
す
る
た
め

当
該
製
造
施
設
地
区
の
敷
地
を
分
割
す
る
こ
と
が
当

該
製
造
施
設
に
係
る
保
安
の
確
保
に
支
障
を
及
ぼ
す

こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
一
の
貯
蔵
施
設
地
区
の
面
積
は
、
原
則
と
し
て
九

万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
施
設
地
区
の
配
置
の
基
準
）

第
十
条
　
施
設
地
区
（
そ
の
他
施
設
地
区
を
除
く
。
）
の

配
置
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
製
造
施
設
地
区
又
は
貯
蔵
施
設
地
区
は
、
そ
の
外

周
の
全
て
が
特
定
通
路
に
接
す
る
よ
う
に
配
置
す
る

こ
と
。

二
　
製
造
施
設
地
区
は
、
そ
の
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト

ル
を
超
え
七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
場
合
に

あ
つ
て
は
そ
の
外
周
か
ら
内
側
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の

部
分
に
、
七
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合
に
あ

つ
て
は
そ
の
外
周
か
ら
内
側
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
部

分
に
施
設
又
は
設
備
（
連
絡
導
管
そ
の
他
の
配
管
、

架
台
、
消
火
設
備
、
防
火
設
備
そ
の
他
保
安
上
支
障

が
な
い
施
設
又
は
設
備
を
除
く
。
）
を
設
置
し
な
い

よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

三
　
貯
蔵
施
設
地
区
及
び
火
気
を
使
用
す
る
施
設
が
設

置
さ
れ
る
施
設
地
区
の
地
盤
面
に
高
低
が
生
じ
る
こ

1



と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
貯
蔵
施
設
地
区
は
、

そ
の
高
低
の
状
況
及
び
当
該
火
気
を
使
用
す
る
施
設

が
設
置
さ
れ
る
施
設
地
区
の
位
置
と
の
関
係
を
勘
案

し
て
防
災
上
適
切
な
位
置
に
配
置
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、
高
低
差
の
程
度
が
軽
微
で
あ
つ
て
、
防
災
上
支

障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

四
　
入
出
荷
施
設
地
区
は
、
そ
の
外
周
の
う
ち
特
定
通

路
に
接
す
る
部
分
の
長
さ
が
当
該
外
周
の
長
さ
の
お

お
む
ね
四
分
の
一
以
上
と
な
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ

と
。

五
　
用
役
施
設
地
区
は
、
そ
の
外
周
の
う
ち
特
定
通
路

に
接
す
る
部
分
の
長
さ
が
当
該
外
周
の
長
さ
の
お
お

む
ね
二
分
の
一
以
上
と
な
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ

と
。

六
　
事
務
管
理
施
設
地
区
は
、
そ
の
外
周
の
う
ち
特
定

通
路
に
接
す
る
部
分
の
長
さ
が
当
該
外
周
の
長
さ
の

お
お
む
ね
二
分
の
一
（
当
該
事
務
管
理
施
設
地
区
に

当
該
事
業
所
の
管
理
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
お
お
む
ね

四
分
の
一
）
以
上
と
な
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

七
　
事
務
管
理
施
設
地
区
で
あ
つ
て
当
該
事
業
所
の
管

理
事
務
所
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
施
設
が
設
置
さ
れ

て
い
る
も
の
は
、
公
共
道
路
（
一
般
交
通
の
用
に
供

す
る
幅
員
四
メ
ー
ト
ル
以
上
の
道
で
自
動
車
（
道
路

運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五

号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）

の
通
行
が
可
能
な
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

面
す
る
境
界
線
に
近
接
す
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ

と
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
所
の
敷
地
の
地
形
、
周
囲

の
状
況
等
か
ら
み
て
公
共
道
路
に
面
す
る
境
界
線
に

近
接
す
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
り
、
か
つ
、
保
安
上
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

八
　
敷
地
が
特
別
防
災
区
域
の
境
界
線
（
海
域
等
に
接

す
る
部
分
を
除
く
。
）
と
接
し
て
い
る
事
業
所
の
事

務
管
理
施
設
地
区
は
、
可
能
な
限
り
当
該
特
別
防
災

区
域
の
境
界
線
に
近
接
す
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ

と
。

（
特
定
通
路
の
幅
員
）

第
十
一
条
　
特
定
通
路
は
、
そ
の
接
す
る
施
設
地
区
の
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
定
め
る
幅
員
（
当
該
施
設
地
区
が
同
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
施
設
地
区
の
区
分
の
二
以
上
に
該
当
す

る
と
き
は
、
当
該
施
設
地
区
の
区
分
に
対
応
す
る
同
表

の
下
欄
に
定
め
る
幅
員
の
う
ち
最
も
大
き
い
幅
員
）
以

上
と
な
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

施
設
地
区
の
区
分

特

定

通

路

の
幅
員

一
　
製
造
施
設
地
区

イ
　
面
積
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

六

メ

ー

ト

ル

ロ
　
面
積
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
四
万

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

八

メ

ー

ト

ル

ハ
　
面
積
が
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
六
万

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

十

メ

ー

ト

ル

ニ
　
面
積
が
六
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の

十

二

メ

ー

ト
ル

二
　
貯
蔵
施
設
地
区

イ
　
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

も
の

六

メ

ー

ト

ル

ロ
　
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
二
万

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

八

メ

ー

ト

ル

ハ
　
面
積
が
二
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
四
万

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

十

メ

ー

ト

ル

ニ
　
面
積
が
四
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の

も
の

十

二

メ

ー

ト
ル

三
　
入
出
荷
施
設
地
区
、
用
役
施
設
地
区
又

は
事
務
管
理
施
設
地
区

六

メ

ー

ト

ル

（
通
路
の
配
置
及
び
形
状
の
基
準
）

第
十
二
条
　
事
業
所
の
敷
地
内
の
通
路
の
配
置
及
び
形
状

の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
特
定
通
路
は
、
そ
の
両
端
が
他
の
幅
員
六
メ
ー
ト

ル
以
上
の
通
路
に
接
続
す
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ

と
。

二
　
特
定
通
路
は
、
直
接
又
は
そ
の
接
続
す
る
他
の
幅

員
六
メ
ー
ト
ル
以
上
の
通
路
を
通
じ
て
、
少
な
く
と

も
二
以
上
の
地
点
で
公
共
道
路
に
接
続
す
る
よ
う
に

配
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
所
の
敷
地
の

地
形
、
周
囲
の
状
況
等
か
ら
み
て
公
共
道
路
に
接
続

す
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ

り
、
か
つ
、
保
安
上
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
　
公
共
道
路
か
ら
入
出
荷
施
設
地
区
（
車
両
（
軌
道

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
又

は
事
務
管
理
施
設
地
区
に
通
ず
る
通
路
で
あ
つ
て
通

常
当
該
入
出
荷
施
設
地
区
又
は
事
務
管
理
施
設
地
区

へ
の
通
行
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
は
、
製
造
施
設
地

区
又
は
貯
蔵
施
設
地
区
と
接
し
な
い
よ
う
に
配
置
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
事
業
所
の
敷
地
の
地
形
、

周
囲
の
状
況
等
か
ら
み
て
当
該
通
路
が
製
造
施
設
地

区
又
は
貯
蔵
施
設
地
区
と
接
し
な
い
よ
う
に
配
置
す

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
保
安
上
特

に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

四
　
当
該
事
業
所
の
敷
地
面
積
が
五
十
万
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
百
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
場
合
に

は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
端
が
直
接
公
共
道
路
（
当

該
事
業
所
の
敷
地
の
地
形
、
周
囲
の
状
況
等
か
ら
み

て
公
共
道
路
に
接
続
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ

り
、
か
つ
、
保
安
上
特
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ

る
場
合
は
、
当
該
事
業
所
の
敷
地
外
の
地
点
。
次
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
接
続
す
る
幅
員
十
メ
ー
ト
ル

以
上
の
通
路
を
、
当
該
通
路
に
よ
り
当
該
事
業
所
の

敷
地
が
二
以
上
の
お
お
む
ね
面
積
の
等
し
い
敷
地
に

分
割
さ
れ
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

五
　
当
該
事
業
所
の
敷
地
面
積
が
百
万
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
端
が

直
接
公
共
道
路
に
接
続
す
る
幅
員
十
二
メ
ー
ト
ル
以

上
の
通
路
を
、
当
該
通
路
に
よ
り
当
該
事
業
所
の
敷

地
が
四
以
上
の
お
お
む
ね
面
積
の
等
し
い
敷
地
に
分

割
さ
れ
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

六
　
特
定
通
路
等
（
特
定
通
路
及
び
前
二
号
の
通
路
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
他
の

施
設
又
は
設
備
（
消
火
設
備
、
防
火
設
備
そ
の
他
の

防
災
活
動
に
必
要
な
設
備
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は

一
部
が
、
特
定
通
路
等
内
に
、
又
は
特
定
通
路
等
に

突
き
出
し
て
、
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う

に
配
置
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
必
要
最
少
限
度
の
連

絡
導
管
そ
の
他
の
配
管
若
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
も

の
が
特
定
通
路
等
の
地
盤
面
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
以
上

の
間
隔
を
有
し
て
特
定
通
路
等
の
上
空
を
横
断
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
又
は
架
台
、
照
明
灯
、
標
識
類
若

し
く
は
門
扉
が
防
災
活
動
に
支
障
の
な
い
範
囲
で
設

置
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

七
　
特
定
通
路
等
は
、
施
設
地
区
（
そ
の
他
施
設
地
区

を
除
く
。
）
の
角
地
の

ぐ
う隅

角
（
内
角
が
百
二
十
度
以

上
の
も
の
を
除
く
。
）
を
は
さ
む
部
分
に
は
、
辺
の

長
さ
二
メ
ー
ト
ル
以
上
の
二
等
辺
三
角
形
の
す
み
切

り
を
設
け
て
配
置
す
る
こ
と
。

八
　
縦
断

こ
う勾

配
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
流
出
油
等
防
止
堤

と
交
差
す
る
箇
所
に
あ
つ
て
は
、
七
パ
ー
セ
ン
ト
）

を
超
え
、
又
は
階
段
状
で
あ
る
特
定
通
路
等
は
、
配

置
し
な
い
こ
と
。

九
　
製
造
施
設
地
区
、
貯
蔵
施
設
地
区
及
び
用
役
施
設

地
区
に
接
す
る
通
路
は
、
防
災
活
動
上
支
障
を
生
ず

る
よ
う
な
屈
曲
が
な
い
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

（
基
準
の
特
例
）

第
十
二
条
の
二
　
第
九
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
総

務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
当
該
各
条
の
規
定
に
よ

り
確
保
さ
れ
る
安
全
性
と
同
等
の
安
全
性
を
有
し
、
か

つ
、
事
業
所
の
敷
地
の
面
積
及
び
地
形
、
当
該
事
業
所

の
周
囲
の
状
況
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
、
災
害
の
発

生
の
場
合
の
拡
大
防
止
に
支
障
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
な

い
も
の
と
認
め
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
場
合
は
、
適
用

し
な
い
。

（
連
絡
導
管
及
び
連
絡
道
路
の
配
置
の
基
準
）

第
十
三
条
　
法
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定

め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
連
絡
導
管
は
、
通
路
に
沿
つ
て
容
易
に
維
持
管
理

で
き
る
よ
う
に
配
置
す
る
こ
と
。

二
　
連
絡
導
管
は
、
可
能
な
限
り
、
他
の
施
設
又
は
設

備
（
保
安
上
支
障
が
な
い
も
の
を
除
く
。
）
が
当
該

連
絡
導
管
と
同
一
の
地
盤
に
設
置
さ
れ
、
又
は
著
し

く
近
接
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
に
配
置
す
る
こ

と
。

三
　
連
絡
道
路
は
、
当
該
事
業
所
に
隣
接
す
る
事
業
所

が
特
定
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
隣
接
す
る

特
定
事
業
所
の
敷
地
内
の
通
路
に
連
絡
で
き
る
よ
う

に
配
置
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
隣

接
す
る
特
定
事
業
所
と
の
境
界
線
の
延
長
が
一
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
延
長
一

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
（
そ
の
長
さ
に
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
一
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。
）
ご
と
に
一
を
加
え
た

数
の
連
絡
道
路
を
、
隣
り
合
う
他
の
連
絡
道
路
と
の

距
離
が
お
お
む
ね
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
よ
う
に

配
置
す
る
こ
と
。

（
新
設
等
の
完
了
の
届
出
）

第
十
四
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
新
設
又
は
変
更
の
た
め
の
工
事

が
完
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
に
総
務
大
臣

及
び
経
済
産
業
大
臣
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
様
式
第
二
に
よ

る
届
出
書
一
通
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
氏
名
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
五
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
一
通
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
十
六
条
　
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書
一
通
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
へ
の
報
告
等
）

第
十
七
条
　
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
並
び
に
消
防
本

部
及
び
消
防
署
を
置
か
な
い
市
町
村
の
市
町
村
長
を
除

2



く
。
）
は
、
令
第
三
十
九
条
第
一
項
の
行
為
を
し
た
と

き
は
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
法
第
四

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
行
為

を
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内

に
、
法
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
通
知
等
を
要
し
な
い
軽
易
な
事
項
）

第
十
八
条
　
令
第
三
十
九
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め

る
事
項
は
、
位
置
、
構
造
又
は
設
備
の
変
更
で
、
危
険

物
の
種
類
の
変
更
又
は
そ
の
貯
蔵
・
取
扱
量
の
百
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
若
し
く
は
百
ト
ン
以
上
の
変
更
を
伴
わ
な
い

も
の
と
す
る
。

２
　
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る

事
項
は
、
位
置
、
構
造
又
は
設
備
の
変
更
で
、
高
圧
ガ

ス
の
種
類
の
変
更
又
は
そ
の
処
理
量
の
二
万
立
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
三
月
二
四
日
通
商
産
業

省
・
自
治
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
二
九
日
通
商
産
業

省
・
自
治
省
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

災
害
防
止
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
二

項
（
第
六
条
第
二
項
及
び
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て

い
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー

ト
等
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る
新
設
事
業
所
等
の
施
設

地
区
の
配
置
等
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
改
正
後
の
省

令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
法
第
五
条
第
一
項
又
は

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
て
い
る
新

設
等
の
計
画
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
示

の
基
準
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
省
令
第
十
条
各
号
並

び
に
第
十
二
条
第
六
号
及
び
第
九
号
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
一
四
日
通
商
産
業

省
・
自
治
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
三
〇
日
総
務
省
・

経
済
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
総
務
省
・

経
済
産
業
省
令
第
二
号
）
　
抄

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
総
務
省
・
経
済
産
業
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
省
令
の
特
例
に
関
す
る
措

置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
省
令

（
平
成
十
五
年
総
務
省
・
経
済
産
業
省
令
第
四
号
。
以

下
「
特
定
事
業
省
令
」
と
い
う
。
）
は
、
廃
止
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
前
項
の
規
定
に
よ
る
廃

止
前
の
特
定
事
業
省
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
特
例
の

適
用
を
受
け
て
い
た
も
の
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正

後
の
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る

新
設
事
業
所
等
の
施
設
地
区
の
配
置
等
に
関
す
る
省
令

第
十
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
日
に

お
い
て
同
条
に
規
定
す
る
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大

臣
が
認
め
た
措
置
を
講
じ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
二
八
日
総
務

省
・
経
済
産
業
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等

災
害
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年

法
律
第
六
十
五
号
）
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規

定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
総
務
省
・
経

済
産
業
省
令
第
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
総
務
省
・

経
済
産
業
省
令
第
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
１
（
第
５
条
関
係
）

 

様式第１（第５条関係） 

第一種事業所新設等届出書 

年 月 日 

 

総 務 大 臣 

経済産業大臣 

 

届出者 

 住所                      

   氏名（法人にあつては、その名称及び代表者氏名） 

 

   （担当者氏名    所属    電話    ） 

 

 石油コンビナート等災害防止法（第５条第１項、第６条第１項、第７条第１項）の

規定に基づき、次のとおり届け出ます。 

 

１ 
事業所の設置の場所 

及び名称 
 

２ 事業所の概要  

３ 

石油の貯蔵・取扱量 

及び高圧ガスの処理 

量 

石油       ㎘   高圧ガス      ㎥ 

４ 事業所の敷地面積                   ㎥ 

５ 

各 施 設

地 区 の

面積 

製 造 施 設

地区 

貯 蔵 施

設地区 

入出荷施

設地区 

用役施設

地区 

事 務 管 理

施設地区 

その他施

設地区 

      

６ 

各施設地区の配置 

（配置図） 

 

  

７ 

 

 

 

連絡導管及び連絡道路の配置 

（配置図） 

 

殿 

 

 
 

８ 
新設又は変更に関す

る計画の概要 
 

９ 
新設又は変更のため

の工事の開始予定日 
 年    月    日 

※ 整 理 番 号  

※

備

考 

 

※ 受 理 年 月 日  

※ 特 別 防 災 区 域 名  

※ 

審

査

結

果 

 

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。ただし、第６欄及び第７欄に

ついては、それぞれ日本産業規格 A４の大きさの用紙各一枚に記載すること。 

 ２ ※印の欄には、記載しないこと。 

 ３ 第２欄には、主要製品名、その生産能力及び従業員数を含めて記載すること。 

 ４ 第５欄は、２以上の製造施設地区又は２以上の貯蔵施設地区がある場合には、

製造施設地区又は貯蔵施設地区ごとに各名称又は符号を付し、各製造施設地区又

は貯蔵施設地区別に面積を記載すること。 

 ５ 第６欄は、２以上の製造施設地区又は２以上の貯蔵施設地区がある場合には、

備考４の名称又は符号を配置図に記載すること。 

 ６ 石油コンビナート等災害防止法（昭和 50年法律第 84 号。以下「法」という。） 

  第６条第１項の規定による届出の場合には、第８欄及び第９欄は、記載しないこ

と。 

 ７ 法第７条第１項の規定による届出の場合には、事業所の敷地面積又は各施設地

区の免責の変更に係るものにあつては、第４欄又は第５欄に変更前の免責及び変

更後の面積（変更後の面積はかつこ書とすること。）を記載し、各施設地区の配置

又は連絡導管若しくは連絡道路の配置の変更に係るものにあつては、変更前の配

置及び変更後の配置をそれぞれ第６欄又は第７欄の図中に記載すること。 
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様
式
第
２
（
第
１
４
条
関
係
）

 

様式第２（第 14条関係） 

第一種事業所新設等完了届出書 

年 月 日 

 

 

 

 

総 務 大 臣 

経済産業大臣 

 

届出者 

 住所                      

   氏名（法人にあつては、その名称及び代表者氏名） 

 

   （担当者氏名    所属    電話    ） 

 

 第一種事業所の    が完了したので石油コンビナート等災害防止法第 11 条第１

項の規定に基づき、次のとおり届け出ます。 

 

新設又は変更に係る事業所の

設置の場所及び名称 
 

完 了 年 月 日 年    月   日  

石油コンビナート等災害防止

法第５条第１項、又は第７条

第１項の届出をした年月日 

年    月   日  

※ 受    付    欄 ※ 手 数 料 欄 ※ 備       考 

   

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

 ２ ※印の欄には、記載しないこと。 

 ３ 収入印紙は、総務大臣に提出する届出書に手数料と同額のものを貼り付けるこ

と。 

殿 

収入印紙 

 
承印しな

いこと 

新設 
変更 

様
式
第
３
（
第
１
５
条
関
係
）

 

様式第３（第 15条関係） 

氏 名 変 更 届 出 書 

年 月 日 

 

総 務 大 臣 

経済産業大臣 

 

届出者 

 住所                      

   氏名（法人にあつては、その名称及び代表者氏名） 

 

   （担当者氏名    所属    電話    ） 

 

 氏名等に変更があつたので石油コンビナート等災害防止法第 13条第１項の規定に基

づき、次のとおり届け出ます。 

 

変更の内容  

変更前の氏名及び住所  

変更後の氏名及び住所  

変更年月日  年    月   日  

変 更 理 由  

 ※ 受    付    欄  ※ 備             考 

  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

 ２ ※印の欄には、記載しないこと。 

 ３ 変更を証明する書類を添付すること。 

殿 

様
式
第
４
（
第
１
６
条
関
係
）

 

様式第４（第 16条関係） 

地 位 承 継 届 出 書 

年 月 日 

 

総 務 大 臣 

経済産業大臣 

 

届出者 

 住所                      

   氏名（法人にあつては、その名称及び代表者氏名） 

 

   （担当者氏名    所属    電話    ） 

 

 第一種事業者の地位を承継したので石油コンビナート等災害防止法第 14条第３項の

規定に基づき、次のとおり届け出ます。 

 

被 承 継 者 

住所  

氏名  

第一種事業所設置

の場所及び名称 
年    月   日  

承継年月日  承継原因  

 ※ 受    付    欄  ※ 備             考 

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、日本産業規格 A４とすること。 

 ２ ※印の欄には、記載しないこと。 

 ３ 承継を証明する書類を添付すること。 

殿 
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